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(概要) 経営の概況 

 

１．平成１８年３月期決算の概況   
 
《決算の概況》 

   
平成１８年３月期の損益状況は、対顧マージンをはじめとするマーケット関連

業務が好調であったことや貸出業務全般が堅調だったことに加え、リテール・バ

ンキング業務も引き続き順調に推移したことから、業務粗利益は前期比１８６億

円増の１，４２４億円となりました。一方、経費は除く税金では６９４億円と年

度計画を達成いたしましたが、含む税金では７３３億円となりました。この結果

実質業務純益は、前期比１４２億円増の６９２億円となりました。 

なお、以上の収益には、クレジット・トレーディング業務関連収益を含む金銭

の信託運用損益３９５億円を含んでおります。 

 これに、不良債権処理が全体で４９億円の取崩となったことなどが加わり、税

引後当期純利益は７４９億円となりました。 

 

  

(億円)

平成１７年 平成１８年 平成１８年
３月期 ３月期 ３月期 計画比
実績 計画 実績

業務粗利益 1,238 1,352 1,424 72

人件費+物件費 655 695 694 ▲1

経費（含む税金） 689 731 733

実質業務純益(注) 550 621 692 71

経常利益 467 620 605 ▲15

当期純利益 681 680 749 69

(注）　クレジット・トレーディング関連利益等を含む。  

 
《業務粗利益》 

 
業務粗利益は、対顧マージンをはじめとするマーケット関連業務が好調であっ

たことや貸出業務全般が堅調であったことに加え、リテール・バンキング業務も

引き続き順調に推移したことから、前期比１８６億円増の１，４２４億円となり、

年度計画を達成しております。 

 

《経費》   

 
経費につきましては、戦略分野には重点的に経営資源を投入するも、業務の合

理化・効率化につき経営の重要課題として取り組んだ結果、経費総額（除く税金
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ベース）で６９４億円と年度計画を達成しております。 

  

(億円)

平成１８年 平成１８年
３月期 ３月期 計画比
計画 実績

人件費 301 297 ▲4

物件費（除く税金） 394 398 4

経費合計 733

経費合計（除く税金） 695 694 ▲ 1

 
 
  《業務純益》 

 

以上の結果、一般貸倒引当金繰入前の実質業務純益（含むクレジットトレーデ

ィング関連利益等）は６９２億円と、前期比１４２億円の増益となり、年度計画

６２１億円を達成しております。 

 
《臨時損益・経常利益・当期利益》  

 
臨時損益では、株式等関連損益▲４９億円、貸出金償却・債権処分損６億円な

どが加わり、経常利益は６０５億円になりました。これに、貸倒引当金の取崩益

５５億円、連結納税に伴う子会社からの還付等６１億円や繰延税金資産の増加に

伴う法人税等調整額２３億円の繰入などが加わり、税引後当期純利益は７４９億

円となりました。税引後当期純利益の年度計画値６８０億円は達成しております。 

   
また、繰延税金資産につきましては、前年度同様、今後１年間の収益見通しに

基づき算出しております。当期末の計上残高は２８０億円（株式等評価差額金に

おける繰延税金負債１８億円控除後）となっております。 

 
《剰余金の状況》 

 

経営健全化計画における剰余金の積みあがり状況につきましては、平成１８年

３月期実績で３，７２７億円と、計画比６８億円超の実績となっております。 

     

(億円)

平成1８年 平成１８年
３月期 ３月期 計画比
計画 実績

剰余金 3,659 3,727 68
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《自己資本比率》 

 

平成１８年３月末の自己資本比率は、好調な期間損益に加え、永久優先出資証

券及び劣後特約付期限付社債の発行により、Ｔｉｅｒ１が１，７３３億円、Ｔｉ

ｅｒ２が１，４２１億円増加したことから、自己資本総額が大幅に増加いたしま

した。これにより、連結自己資本比率は、前３月末比３．５３％増の１５．５３％

となりました。 

平成1８年 平成１８年
３月期 ３月期 計画比
計画 実績

うちＴierⅠ比率 7.40% 10.27% +2.87%

自己資本比率(連結) 12.00% 15.53% +3.53%
 

 
※平成１９年３月期の業績予想 

  
平成１９年３月期の単体の業績につきましては、実質業務純益(含むクレジット

トレーディング関連利益等)を７７０億円、税引後当期純利益を７５０億円と予想

しております。 

(億円)

平成１８年 平成１９年
３月期実績 ３月期予想

実質業務純益(注) 692 770

経常利益 605 730

当期純利益 749 750

(注)クレジット・トレーディング関連利益等を含む。  
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２．経営健全化計画の履行概況 

 

(１) 業務再構築等の進捗状況 
 

《組織・営業体制の強化》 

 

弊行は、今後の多様な顧客ニーズにスピ－ディ－に対応し、専門性の高い   
金融サービスを提供していくため、本部機構や営業部・支店までを含め、顧客

属性と業務の特性に応じたビジネスユニット毎に組織の再編・強化を図ってお

ります。 
    

     営業部門である「インスティテューショナルバンキング部門」（以下「ＩＢ部
門」）は、事業法人や金融法人を顧客基盤とするＲＭ（リレーションシップ・

マネージャー）チームと、金融商品・サービスを担当するプロダクツチームを

統合して創設した部門であり、対顧マーケティングと金融商品開発の両機能を

さらに融合させ、お客様のニーズに最適なソリューションを迅速に提供する体

制を構築すべく、逐次組織改正を実施しております。 
平成１７年５月には、ビジネス成長の著しいノンリコースローン等の不動産

ファイナンス業務を独立させ不動産ファイナンス本部を新設し、また長年にわ

たり構築されてきた取引関係を活かすべく、公的セクターに対するビジネスを

独立させ公共金融本部を新設したことにより、ＩＢ部門は事業法人本部、金融

法人・キャピタルマーケッツ本部、企業再生本部、コンシューマーアンドコマ

ーシャル本部と合わせて計６本部体制となりました。同時に、顧客ニーズにフ

ォーカスしたセグメント毎の業務推進によりビジネス機会の最大化を図るべ

く、ＲＭ組織の再編も行っております。今後とも、お客様の多様かつ複雑化し

ていくニーズに応え、高度な商品・サービスを機動的、効果的に提供する体制

の構築に努めてまいります。 

      

リテール部門においては、平成１３年６月５日から新しいリテールバンキン

グ業務をスタートし、本店を皮切りに順次店舗のフィナンシャルセンター化を

図ってきており（なお、個人のお客様向けには支店の名称を「フィナンシャル

センター」に統一しております）、現在までに国内２９本支店全てのフィナンシ

ャルセンター化を完了いたしました。また、お客様のニーズに対応した、より

良質な金融商品・サービスをより機動的に提供すべく、逐次同部門の整備・拡

大を図ってきており、このうち、平成１７年６月には、ＣＲＭ室をお客様サー

ビス室と統合し、顧客に関する情報を統合的に管理し、調査、分析および苦情

処理を担当する「顧客開発推進部」を新設し、さらに既存顧客に対するＤＭ等

のコンタクトを通じたクロスセルを強化するため「ダイレクトマーケティング

部」を新設する等といった組織改正を実施しました。 
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    また、再民営化以降、六本木、目黒（１３年１２月）を皮切りに５店舗を新
規出店しており、さらに、よりよい立地の追求やスペース利用の効率化の観点

から、既存の店舗の移転を行ってきております。これらの店舗では、従来の銀

行店舗と異なり、新しい機能・デザインを有し、省スペース・省人数による効

率性の高い営業を目指しております。 
さらに、平成１６年６月には富裕顧客層向けのコンサルティングサービスを

行う「プラチナセンター」を銀座・梅田に設置いたしました。加えて、新型の

軽量店舗「新生バンクスポット」を開発し、平成１６年１２月に銀座コリドー

街に１号店を出店したのをはじめとして、現在、主要都市を中心として、順次

展開しているところです。引き続き、優良立地への新規出店・既存店移転を検

討してまいります。 
 さらにスターバックスやデロンギカフェとの隣接店舗化、本店ビル１階のイ

ンターネットカフェ「Yahoo! Cafe」の併設等、従来の銀行店舗の固定概念にと

らわれない空間を創出した店舗展開を行っており、お客様のご好評をいただい

ていることから、今後もこうした施策を推進いたします。 
お客様の安全なお取引の確保への取組みとしては、平成１７年３月よりＡＴ

Ｍから現金を引き出すためにはいったん電話などで円普通預金口座への振替手

続きが必要な新型円預金「パワー預金」の取扱いを開始し、またキャッシュカ

ードの偽造・盗難対策や金融機関を装った電子メール（フィッシングメール /
成りすましメール）による詐欺やスパイウェアと呼ばれるソフトウェア被害な

どに対する様々なセキュリティー対策を実施しているほか、お客様の安全にか

かわるサポート情報をタイムリーに提供しております。 
    
  また、財務部門では、平成１７年７月に資金部を財務部に名称変更し、さら

に９月にはキャピタルマーケッツ商品の業務執行管理の強化のため、「キャピタ

ルマーケッツプロダクトコントロール部」を新設いたしました。 
    

ビジネス部門から独立したコーポレートスタッフ機能を一元化したコーポ

レートアフェアーズ部門では、平成１７年６月に弊行の社会文化貢献活動の推

進を図るため、広報部内に「社会文化貢献推進室」を新設いたしました。さら

に、７月に法務・コンプライアンス統轄部の２機能を再編し、法務部とコンプ

ライアンス統轄部に分離独立させております。 
    

また、従来よりバーゼルⅡへの対応として、役員や関連部門長、部長で構成

する委員会を中心に取組んでおりましたが、平成１８年３月には全社的な取組

みを強化し、プロジェクトの全体管理を実行するため、副会長を委員長とする

正式な「バーゼルⅡ委員会」に改組し、また同委員会の事務局として財務プロ

ジェクト部内に「バーゼルⅡ準備室」を設置しております。 
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《経営インフラの高度化》 

 

■人事政策  

 

新しい企業カルチャーの創造と競争力のある人材の開発を行っていくため

のインフラ整備の一環として、「成果主義の徹底」「人事権の分散化」「外部人

材の積極的活用」を骨子とする新しい人事制度を平成１２年７月より導入しま

した。 

 

部門制の実施により人事処遇に関する権限を各事業部門に委ねていくこと

で、各マーケット属性に合わせた処遇と当該部門におけるプロフェッショナル

な人材育成を図っていく体制としました。これに伴い、行員の業務への貢献意

欲向上、能力の最大限発揮のため、従来のローテーション人事を廃止し、事業

部門主導の人材配置を行っております。 

 

また、新規業務の早期立ち上げ、重点分野強化を図るため、金融商品、リス

ク管理、情報技術、リテール業務等の分野を中心に中途採用を積極的に実施し

ております。因みに平成１８年３月現在において、平成１２年３月以降の外部

採用者は約１，１３０名となっており、このうち外国人は約１３０名、新卒者

につきましては 平成１３年４月以降採用を再開し、約２００名となっており

ます。なお、平成１８年４月には４０名の新卒採用を行っております。これら

の結果として平成１８年３月末現在の弊行行員の過半を平成１２年３月の再

民営化以降に入行した者が占めるに至っております。 

 

一方で、シニア行員を対象としたキャリア開発支援の制度を創設し転職支援

を行ってきたほか、人事・総務業務などで外部委託可能なものについてはアウ

トソースを進めており、さらに抜本的な業務の見直しによる人員効率化を実施

する等、トータルの要員数や人件費の抑制に向けた取組みを強化しております。 

 

成果主義的な処遇をより徹底するため、年功的な性格のあった資格制度を廃

止し、また、年功的体系であった退職金制度についても全面的な見直しを行い

成果主義的な体系といたしました。さらに弊行及び子会社の役職員を対象とし

たストックオプション制度も導入しております。引き続き収益向上へのインセ

ンティブとなるような制度の導入等を検討してまいります。 

 

また、平成１８年４月には各部門から独立した社長直属の組織としてチーフ

ラーニングオフィサー（CLO）をヘッドとする「CLO 室」を新設いたしました。

CLO にはスペシャリストを招聘し、組織・人材開発戦略等の企画・推進を行う

とともに、従来部門毎に行われていた研修・教育を統括的に運営し、総合的で
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一貫性のある研修、教育および人材育成の推進を図り、当行企業理念やビジョ

ンアンドバリューを計画的に行内に浸透させてまいります。 

 

■経営管理システムの高度化 

 
弊行では投資銀行業務、リテール業務、コンシューマーアンドコマーシャル

ファイナンス業務を戦略分野と位置づけ、買収を含めたビジネス基盤の拡充、

商品提供の多様化に努めておりますが、管理会計レポートに関しましても、こ

うした業務の多様化や新金融商品・サービスの提供に対応しつつ、分析の高度

化・精緻化を進めるべく、継続的にグレードアップを図ってまいりました。 

 

今年度は新連結会計システムの構築・導入を概ね完了し、ビジネスユニット

毎・商品毎の収益情報や各グループ会社の財務情報をより迅速かつ有機的に把

握可能となりました。またデータベースの拡充・機能向上にも取り組み、顧客

毎の収益・採算管理のなお一段の精緻度向上や、高度な金融商品の収益管理・

分析力向上に今後とも努めてまいる予定です。 

さらに、資産・負債のより精緻な把握・分析に向け、新ＡＬＭシステムの導

入及び、銀行経理の統合管理にも着手しております。 

    

また、従来よりバーゼルⅡに対応するため、役員や関連部門長、部長で構成

する委員会を中心として取組んでまいりましたが、平成１８年３月に同委員会

を副会長を委員長とする正式な「バーゼルⅡ委員会」に改組し、また同委員会

の事務局として財務プロジェクト部内に「バーゼルⅡ準備室」を設置いたしま

した。これにより、バーゼルⅡの PillarⅠ、PillarⅡ、PillarⅢ全てに対応

するプロジェクトの全体管理や財務部門、リスク管理部門をはじめとする全社

的な体制の整備、取組みの一層の強化を推進しております。 

 

《収益力の強化および財務体質の改善》 

  

今年度の決算は、戦略分野と位置づけている投資銀行業務、コンシューマーア

ンドコマーシャルファイナンス業務、リテール業務それぞれが業績を伸ばし、単

に当期純利益が増加したのみならず、収益源の多様化も進んでおり、総合的な収

益力が着実に増してきているものと認識しております。コンシューマーアンドコ

マーシャルファインナンス業務につきましては、昨年度中に子会社化した株式会

社アプラス、昭和リース株式会社が通年で収益寄与する初めての年度であり、連

結ベースのグループ全体業務粗利益の約４４％を占めるにいたりました（昨年度

は約２４％）。今後とも継続的に営業体制・業務フロー・サービス内容等あらゆ

る観点から見直しを行うとともに、お客様のニーズにマッチした商品開発や、お

客様が求めるソリューションビジネスを展開していくことにより、収益力をなお
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いっそう高めてまいります。 

 

    リテール分野では、総合口座 Power Flex（パワーフレックス）を中心に住宅

ローン「パワースマート住宅ローン」、「パワード・ワン」「パワード・ワン プ

ラス」をはじめとする新型円定期預金、個人年金保険商品等の新商品が着実に実

績を伸ばしており、銀行全体への収益寄与も本格的な推移を見せるようになって

おります。平成１８年２月には一時払終身保険の販売を開始、同年３月には、パ

ワースマート住宅ローン＜長期固定金利タイプ＞の取り扱いを開始、また引き続

き新型の円定期預金を投入するなど、お客様の多様なニーズにお応えできるよう、

商品・開発のサービスを進めるとともに、富裕層顧客に対する法人金融商品のク

ロスセルも進めてまいります。 

    対顧チャンネルにつきましては、従来からの個人富裕層向けプラチナセンター

に加え、スピ－ディ－で合理的な現代人のライフスタイルに合った使い勝手の良

い店舗形態としての軽量店舗「バンクスポット」の設置、ＡＴＭ網の充実等を図

っております。ＡＴＭ網につきましては、東京メトロ駅構内の設置を進めており、

平成１８年３月までに３０駅、５５台の設置を完了し、東京メトロ内で最大のＡ

ＴＭネットワークとなりました。また、平成１８年２月には表参道ヒルズにイタ

リアのデロンギ社のイタリアンカフェとの隣接店舗として新たにシンセイバン

クデロンギカフェを開店いたしました。これらの取り組みにより、平成１８年３

月末現在の口座数は１７０万口座を突破いたしました。今後とも、お客様の利便

性、取引チャネルの拡大に努めてまいります。 

 

    法人分野では、昨年度に株式会社アプラス、および昭和リース株式会社の子会

社化、および、シンキ株式会社の転換社債の株式転換権行使により、信販、クレ

ジットカード、リース業務、消費者向けローン等のコンシューマーアンドコマー

シャルファイナンス業務を弊行グループで提供できる体制が整いました。今年度

には、中国・四国地方を中心とした事業基盤をもつ全日信販株式会社へのアプラ

ス社からの出資、グループ子会社の複数社で保有されていたリース資産の集中化

を進めるなど、更なる収益基盤の拡大、管理、営業の効率化を進めております。 

    また、投資銀行業務につきましても、ノンリコースローンをはじめとする不動

産ファイナンス、国内・台湾や韓国を中心とする海外の不良債権投資、住宅ロー

ン、カードローンをはじめとする債権流動化等の証券化ビジネスが堅調な実績を

上げているとともに、好調な株式市場を背景に、マーケット関連取引で大きな実

績を上げております。 

海外関連では、新たにドイツにおいてノルト／ＬＢ、ウエストＬＢとの合弁事

業によってドイツにおける不良債権処理を目的としたビジネスに参入いたしま

したほか、すでに展開している韓国における不良債権ビジネスについても一層の

強化を進めております。また、平成１８年３月には、あいおい損害保険株式会社

の英国子会社の買収を行いました。また、平成１７年５月に開業した英国証券子



 
 

１０

会社、新生インターナショナルは、ユーロ市場を活用した証券化商品、仕組み債

など、お客様のニーズに沿ったより魅力ある商品の組成・アレンジ業務を行って

おり、日本国内投資家に対しては、新生証券と連携して商品提供などを行ってお

ります。 

ノンリコースローンについては、従来同様有料老人ホーム向け案件や、地域金

融機関との協調による案件などの新たな取り組みなどの、業務拡大に取り組んで

おります。 

証券化ビジネスにつきましては、平成１７年度において約２，７７８億円の案

件を成約いたしました。また、平成１８年２月に楽天との合弁による住宅ローン

専業の金融会社を設立しました。当行は住宅ローン証券化技術および、証券化商

品販売の面から同社の運営に携わってまいります。 

 

平成１８年２月には、弊行の日本の銀行市場における独自性や、より強固な営

業基盤を構築する戦略の持続性に対するポジティブな評価により、ムーディーズ

による長期債・長期預金格付け、財務格付けが、それぞれ Baa1 から A3 に、D か

ら D+に格上げされております。 

 

財務面では、まず資金調達において、格付け向上やお客様からの信任の高まり

を背景に、調達コストが低下するとともに、預金口座数の増加など調達基盤の拡

大および安定化が着実に進展しております。また、平成１８年２月、３月に、優

先出資証券および劣後特約付期限付社債の発行を行い、あわせて１４億７千５百

万米ドル、１０億ユーロの調達を行いました。更にこれらの調達に合わせ、過去

に高利で発行した永久劣後債務約１，１７０億円を順次償還いたします。以上に

より平成１８年３月末時点の連結ベースでの自己資本比率および、Tier I 比率

はそれぞれ、１５．５％、１０．３％になりました。不良債権の状況につきまし

ては、平成１８年３月末現在で、金融再生法ベースの開示債権は４２５億円、不

良債権比率は１.０３％と、引き続き低い水準で推移しております。 

 

《業務の状況》  

 
弊行は、顧客や市場のニーズを踏まえ、従来の商品、サービスの提供に加え、 

新たにリテール分野や先進的・新金融分野等へ積極的に取り組むことで有益で革

新的な金融商品やサービスの提供に努め、顧客満足度の向上と収益力の強化を図

っております。こうした新しい戦略分野において、具体的には以下の諸施策を実

施しております。 
 

■リテール(個人取引)分野 

  

１）新たなリテールバンキングの拡大 
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平成１３年６月５日に「新生銀行」に行名変更して１周年を迎えたのを機

に、新たなリテールバンキング業務をスタートいたしました。 
以降、弊行はお客様から見た良いサービスは何かを常に考え、顧客満足度

向上のための様々な施策を行ってきており、このことが評価されて、平成１

７年８月に発表された日経金融機関ランキング調査の「顧客評価（満足度評

価）」で弊行は２年連続で１位にランクされました(日経経済新聞社実施：三

大都市圏調査)。 

具体的には以下のような取り組みを行っております。 

 

（ａ）「総合口座 PowerFlex(パワーフレックス)」の推進 

パワーフレックスでは、簡単な申込書一枚でスピ－ディ－に口座開設がで

き、債券、円預金、外貨預金、投資信託の取引を可能にいたしました。また、

さまざまな取引が電話やインターネットで２４時間３６５日利用可能なサ

ービスの提供を行っております。 

こうした高い利便性等から、「パワーフレックス」はお客様よりご好評い

ただいており、個人のお客さまの口座数は旧来からの口座を含め、平成１

８年３月末現在で１７０万口座を超えております。 

 

（ｂ）個人向け商品展開 
預金商品については、元本保証で好金利の商品に対するお客さまのニー

ズにお応えする円定期預金「パワード・ワン（期間延長延長特約つき５年

または８年満期）」を平成１６年４月に開発いたしました。平成１７年５月

より取り扱いを開始した「パワード・ワン プラス（期限延長特約付き５

年または１０年満期）」と合わせた平成１８年３月末現在の残高は９，００

０億円を超えております。 
加えて、預入期間のより短い元本保証の好金利商品へのご要望にお応え

して、平成１８年４月より「ニュー パワード・ワン（期間延長特約つき

３年または５年）」のお取り扱いも開始しました。 
投信窓販は平成１２年４月より公社債投資信託の販売から開始し、順次

品揃えと販売チャネルの拡充をしてまいりました。弊行は一般的な公募国

内投信、オルタナティブ戦略投信の双方ともに拡充に努めました。特にヘ

ッジファンドをはじめとするオルタナティブ戦略投信につきましては、中

長期的な投資において魅力的な収益獲得を目指すという商品特性から高い

ニーズをいただいており、投信預かり残高に占める割合も少なくありませ

ん。これら投信窓販の積極的な施策展開はお客様の健全な資産形成への寄

与と、弊行の安定的かつ適正な水準の手数料収入確保の双方を目指してお

ります。平成１８年３月末現在のリテール部門投信預かり残高は３，５０

０億円を超えております。 
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また、平成１４年１０月より保険業務の規制緩和に伴い銀行窓口におけ

る個人年金保険の販売が解禁されたことを受け、弊行におきましても、個

人年金保険の販売を開始しております。幅広い個人のお客様のニーズに対

応すべく、平成１８年２月より新たに一時払終身保険の取り扱いを開始い

たしました。平成１８年３月末現在の個人年金保険・一時払終身保険の預

かり残高は１，５００億円を超えております。 
さらに、平成１８年４月からは、日本初となるインターネットで申込可

能な投資型年金保険（引受保険会社：ウィンタートウル・スイス生命）の

取扱いを開始いたしました。 
     

   加えて、証券取引法の一部改正等に伴い平成１６年１２月より銀行によ

る証券仲介業が解禁となったことを受け、平成１７年６月には、楽天証券

株式会社との提携により、総合口座パワーフレックスをお持ちのお客さま

へインターネットバンキング「新生パワーダイレクト」を通じての証券取

引サービスの提供を開始いたしました。 

     

（ｃ）店舗のフィナンシャルセンター化 

平成１３年６月の本店を皮切りに現在までに既存全店舗のフィナンシャ

ルセンター化を完了しました。加えて、新しい店舗として平成１３年１２

月に六本木および目黒、平成１４年７月に広尾、平成１５年３月には千葉

県船橋市の「ららぽーと」に出店しております。ららぽーとフィナンシャ

ルセンターは弊行初のインストアブランチとして、元旦を除き、土・日・

祝日を含めて営業を行っております。また平成１５年６月には二子玉川フ

ィナンシャルセンターを出店いたしました。一方、よりよい立地の追求や

スペース利用の効率化等の観点から、既存店舗の移転も行っており、平成

１５年度以降では、平成１５年４月に日比谷フィナンシャルセンターを移

転し汐留シオサイトフィナンシャルセンター、六本木フィナンシャルセン

ターを移転し六本木ヒルズフィナンシャルセンターを開設しております。

汐留シオサイト、六本木ヒルズではいずれも国内最大級の再開発プロジェ

クト内のフルサービス銀行店舗として新たなお客様の開拓を目指していま

す。加えて、平成１５年５月には名古屋フィナンシャルセンター､平成１５

年１０月には仙台フィナンシャルセンターも移転いたしました。また、土

曜営業の拡大も実施しており、平成１８年４月１日より開始した３店舗を

加え、現在までに５店舗で実施しております。 

富裕層のお客さまによりきめ細かなコンサルティングサービスをご提供

するため、平成１６年６月に「銀座プラチナセンター」「梅田プラチナセン

ター」を設置しました。また、新型の軽量店舗｢新生バンクスポット」を開

発し、平成１６年１２月に 1 号店「銀座コリドー街バンクスポット」を設

置し、その後、平成１８年３月末までに京橋、新宿南、阪急梅田、心斎橋、
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表参道ヒルズに設置しております。 

従来の銀行店舗の固定観念にとらわれない空間を創出し、迅速なお取引

から充実したコンサルティングサービスまでお客さまのニーズに応じてご

利用いただけるよう今後も、このようなビジネス・商業集積地域をはじめ

優良な立地への新規出店・既存店移転、土曜営業の拡大を検討してまいり

ます。 

 

   （d）お客さまの安全なお取引の確保への取組み 

      当行では、平成１７年３月より新型円預金「パワー預金」の取扱いを開

始しております。本預金は普通預金のような入出金のフレキシブルさと定

期預金のような好金利を兼ね備えた商品ですが、ＡＴＭから現金を出金す

るためにはいったん電話などで円普通預金への振替手続が必要であり、昨

今の偽造キャッシュカードによる預金引き出しの被害拡大防止にも役立つ

ものとなっています。 

     同じくキャッシュカードの偽造・盗難の犯罪対策の一環として、当行Ａ

ＴＭならびに提携ＡＴＭ、J-Debit の出金・利用限度額については平成１

７年９月より、振込・振替については平成１７年１２月より、限度額の引

き下げを実施し１日当り５０万円といたしました。ただし、お客さまのご

要望により０円から２００万円までに設定変更が可能となっております。 

     また、金融機関を装った電子メール（フィッシングメール/成りすましメ

ール）による詐欺やスパイウェアと呼ばれるソフトウェアによる被害が問

題となっていることを踏まえ、当行のインターネットバンキング(パワーダ

イレクト)では様々なセキュリティ対策を実施しているほか、お客さまのお

取引の安全にかかわるサポート情報をタイムリーに提供しております。 

 

２）抜本的な組織改正の実施 

 

新しいリテールバンキング業務の立ち上げを機に平成１３年７月に「個人

部門」から「リテール部門」への名称変更を始めとしてプロモーション・店

舗開発機能の充実等を目指す抜本的な組織改正を実施して以降、法務・コン

プライアンス統轄部（平成１７年７月より法務部とコンプライアンス統轄部

に再編）に属していたお客様サービス室のリテール部門への移管などを行っ

てまいりました。さらに、組織体制の効率化を図るための組織改正を行うこ

ととし、平成１５年６月には住宅ローン等リテール業務にかかる不動産ロー

ン商品全体を推進すべく、住宅ローン営業部等を統合して「ローン商品部」

を設置しております。 

また、平成１６年４月には、全フィナンシャルセンターをその傘下におく

「プラチナバンキング部」や、リモート取引を主に利用されるお客様へのサ

ービスを担当する「マスリテールバンキング部(現在のダイレクトバンキング
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部)」を新設、平成１７年６月には、ＣＲＭ室をお客様サービス室と統合し、

顧客に関する情報を統合的に管理し、調査、分析および苦情処理を担当する

「顧客開発推進部」を新設するなど組織改正を実施し、顧客ニーズに対応し

た業務展開を行っていく体制整備を図っております。 

 

３）リモートチャネルの拡充 

 

平成１３年６月よりＡＴＭの２４時間３６５日稼動を開始しました。ＡＴ

Ｍ提携につきましては、都市銀行、信託銀行、郵便貯金に加え、平成１３年

１２月にはアイワイバンク銀行（現在のセブン銀行）とのＡＴＭ提携を開始

し、パワーフレックスの保有顧客がセブン-イレブン等に設置の同行ＡＴＭを

２４時間３６５日手数料無料でご利用いただけるようになりました。平成１

４年３月には京浜急行電鉄とのＡＴＭ提携を開始し、パワーフレックス保有

顧客が同電鉄駅構内等に設置されるＡＴＭを朝６時から深夜２４時まで手数

料無料でご利用いただけるようになりました。この「京急ステーションバン

ク」は、平成１８年３月末現在で３７ヵ所に計４８台を設置するに至ってお

ります。平成１５年１１月には株式会社デイリーヤマザキと、デイリーヤマ

ザキ店舗内への弊行ＡＴＭ設置につき合意し、平成１８年３月末現在、１９

店舗に設置しております。平成１６年２月には相模鉄道株式会社との提携に

より横浜駅構内へＡＴＭを設置し、平成１６年７月には近畿日本鉄道株式会

社と提携し、平成１８年３月末現在、６つの駅に計１０台のＡＴＭを設置し

ております。平成１７年３月から東京メトロ駅にＡＴＭの設置を開始し、平

成１８年３月末現在、大手町、新宿三丁目、赤坂見附、高田馬場など主要３

０駅にＡＴＭを設置しております。平成１８年３月末現在、弊行ＡＴＭの設

置台数は３４８台となりましたが、今後引き続きＡＴＭ設置先を拡大し、顧

客の利便性向上を図っていく方針です。 

 
      また、平成１３年７月のＪデビットサービス、平成１３年８月のインター

ナショナルキャッシュサービスの開始によるカード機能の多様化等も着実に

推進しております。クレジットカード業務につきましては、アメリカン・エ

キスプレス・インターナショナル,Inc.（日本支社）とのマーケティング提携

を開始し、平成１４年８月から新生アメリカン・エキスプレスのカードの提

供を行っております。 

 

平成１６年９月には、海外発行のキャッシュカード・クレジットカード対

応のＡＴＭ設置を六本木ヒルズのＡＴＭコーナーで開始し、平成１８年３月

現在で２２９台になりました。日本在住の外国人、日本への旅行者、海外の

金融機関に口座を持つ方には大変便利なサービスで、今後もＡＴＭ新設箇所

や空港、駅やオフィス街などニーズのある場所に順次設置してまいります。 
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   ４）住宅ローンへの取り組み 

     

住宅ローンにつきましては、顧客基盤拡大の重要な柱として位置付けてお

ります。 
    平成１４年２月より、新しいスタイルの住宅ローン「パワースマート住宅

ローン」の取り扱いを開始いたしました。 
 パワースマート住宅ローンは、普通預金に置かれている余剰資金で自動的

に繰上返済することにより、返済期間・支払利息を大幅に削減することが可

能となる、従来の住宅ローンとは異なる画期的な商品であり、貸出残高は平

成１８年３月末で４，３００億円を超えております。 
 
■金融商品分野 

 

１）投資銀行業務の順調な拡大 

    不動産案件を中心とするノンリコースローン業務や資産証券化業務におい

て、顧客企業におけるバランスシートのスリム化や新たな不動産投資ニーズ

に応えることにより収益の実現を図りました。 
 
ノンリコースローン業務におきましては、従来同様、オフィスビルや賃貸

マンション、商業施設、ホテル、およびそれらの開発案件に対するローンを

手掛けました。また、資産の回転による新たな収益機会の発掘のため、実行

済ノンリコースローンの一部を機関投資家に売却する業務を開始しました。 
 

証券化業務におきましては、平成１７年度において、弊行は約２，７７８

億円の案件を成約いたしました。 

特に、以下に掲げるリパッケージ（再証券化）型の証券化商品及びマルチセ

ラー事業証券化プログラムについては、当行の独自手法により、弊行の案件

の伸長に大きく寄与しております。 

 

1.シナジー・ツー・ファンディング(発行額：約４９０億円) 

   すでに発行された複数の商業用不動産担保証券などを裏づけ裏付けとす

る債務担保証券（CDO-Collateralized Debt Obligations) 

 

2.ハイドラ・ファイブ(発行額：約８４０億円) 

 地域金融機関を含む複数のオリジネーター（原債権保有者）から取得した

住宅ローン債権を裏づけ裏付けとする資産担保証券 

（RMBS-Residential Mortgage Backed Securities） 
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3.アーケード・ファンディング（発行額：約２３０億円） 

 裏付け資産の処分価値ではなく、特定の事業から継続的に生み出される将

来のキャッシュ・フローを裏付けとして投資商品を組成した証券化。 

 (WBS-Whole Business Securitization) 

 

 また、地域金融機関の保有する住宅ローン、商業用不動産等の証券化アレ

ンジメント業務についても、積極的に取り組んでおります。平成１８年１月

には、当行は楽天株式会社と楽天モーゲージ株式会社（仮称）を設立するこ

とで合意いたしました。楽天の顧客基盤・オンラインノウハウと、当行独自

の住宅ローン証券化技術を活かし、業界内でも最低金利レベルで住宅ローン

を提供することを目指し、平成１８年１０月の営業開始に向けて準備を進め

ております。 

 

企業再生の分野では、ドイツに設立した不良債権専門の合弁会社が現地で

の許認可を受けて営業を開始しました。また、韓国においても現地大手金融

機関の保有するサービサー子会社の株式を取得しました。これらのサービー

サーは、国内で蓄積した不良債権処理の専門知識・能力を海外において最大

限活用することを可能とするプラットフォームとしての役目を果たし、これ

によりクレジットトレーディング業務の海外での投資機会が増加しました。

国内においても従来の手法に加え、売り手サイドの顧客部門と幣行プロダク

ト部門による共同マーケティングの展開等の新しい手法を取り入れることに

より、競争の激しい市場にあってローン資産の購入は順調に進みました。 
 
また、アセットマネージメント業務においては、英国のブルーベイ・アセ

ット・マネジメントや米国のレミアス・キャピタル・グループ、スミス・ブ

リーデン・アソシエーツといった海外の有力資産運用会社との間で投資運用

商品の供給販売について業務提携し、多様な顧客ニーズに対応できる最適な

商品を取り揃えております。 

  

コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス業務におきましては、連

結子会社の株式会社アプラス、昭和リース株式会社、持分法適用関連会社の

シンキ株式会社をはじめとする各社が有する事業ノウハウ・顧客基盤と当行

の金融・ＩＴ技術を組み合わせることによる相乗効果の創出により、当該業

務の基盤構築を進めております。 

株式会社アプラスにおいては、平成１８年３月に全日信販株式会社の第三

者割当増資引受により連結子会社化しました。今後連携を強化してビジネス

の一層の強化をはかり、さらなる収益基盤の拡大ならびに企業価値の向上に

取り組んでいく予定です。 
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以上のとおり、顧客企業へのソリューション・ビジネスの分野において収

益機会の拡大を図り、これにより収益基盤の多様化を図るべく、投資銀行業

務の強化・拡充を行っております。 
 

２）組織力の強化 

 

平成１７年５月に、ビジネス成長が著しいノンリコースローン等の不動産

ファイナンス業務を独立させ「不動産ファイナンス本部」を新設しておりま

す。同時に、公共セクターに対するビジネスを独立させて公共金融本部を新

設しており、この結果、ＩＢ部門は事業法人本部、金融法人・キャピタルマ

ーケッツ本部、企業再生本部、コンシューマーアンドコマーシャル本部と合

わせて計６本部体制となっております。 

さらに、事業法人本部内にヘルスケアビジネスに特化した専門部署を設け

るなど新たなる顧客ニーズの分野の開拓をも進めております。 

 

加えて、投資銀行部門とリテール部門のノウハウを融合して企業経営者な

ど個人富裕層及びこれに関連する法人の多様なニーズに応えることにより、

顧客サービスの向上と銀行全体の収益力強化・企業価値の向上を図るため、

ＩＢ部門とリテール部門が共同して富裕層に対するプライベートバンキング

業務を推進する体制を構築し、当該業務での収益力の強化を図っております。 

 

《今後の方向》 

 

弊行としましては、今後とも顧客・市場のニーズに対応し、金融債や貸出など 

の既存の金融サービスに加え、一層有益で革新的な金融商品・サービスを提供し

ていくため、グループ会社の拡充を含めて積極的な業務展開を行ってまいります。

具体的には、以下の業務分野を始めとして、付加価値の高い業務分野の一層の拡

充を図っていく方針です。 

  

■高度化する運用ニーズに欧米の先進的ノウハウでお応えしていくアセットマ

ネジメント業務（投信業務、投資顧問業務、企業年金関連業務等。新生イン

ベストメント・マネジメント等） 

 

■直接金融ニーズに貢献する証券化業務（証券子会社、信託子会社）      

    

■新しい資金調達ニーズに対応するストラクチャード・ファイナンス業務（ノ

ンリコースファイナンス、ＬＢＯ、ＭＢＯ等の買収ファイナンス、証券化フ

ァイナンス、プロジェクトファイナンス） 
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■銀行本体と異なる顧客層へのアクセス、商品・サービスの提供を目指した、

グループとしての金融関連ビジネス（各種ノンバンク、投資、リース、証券、

保険、その他金融関連業務） 

 

■産業、企業の活性化・再生のためのコーポレート・アドバイザリー業務、プ

ライベートエクイティファンド業務、ＤＩＰファイナンス業務（事業再編、

Ｍ＆Ａ、スピンオフ、リストラクチャリング等） 

 

■先進的ノウハウを導入したクレジット・トレーディング業務 

 

■リスク管理や財務管理を支援する新金融技術等を活用した財務戦略提案業

務・格付アドバイザリーサービス 

 

■個人のお客様の資産管理や運用相談ニーズをトータルにサポートしていくプ 

ライベートバンキング業務 

 

■お客様の利便性向上のためのテレフォン、インターネット等を活用したリモ

ートチャネルやＡＴＭ網、ならびにサービスのさらなる拡充 

 

■個人のお客様の住宅ローン借入や資金借入ニーズに応える貸出業務 

 

なお、海外業務につきましては特別公的管理期間中に撤退しておりましたが、 

近時の国内金融法人取引先等の資金運用ニーズ多様化・高度化に伴い、海外の有

価証券や貸出債権への投資意欲は高まっており、弊行としても出資先金融機関や

海外市場での経験豊富な弊行経営陣のノウハウ等を活用し、先進的で顧客ニーズ

に合った資金運用商品の開発・販売を積極的に展開するため、海外でのアクセス

ポイントの整備を行っております。その一環として、すでに米州でのノンバンク

子会社として新生キャピタルを立ち上げており、さらにユーロ市場での弊行グル

ープの証券業務を強化するため、英国での証券子会社として新生インターナショ

ナルを開業いたしました。 

 また、弊行が国内市場で培ってきた経験、専門知識を海外の優れたパートナー

と組むことにより最大限に活用していくという海外戦略の一環として、ドイツの

合弁会社設立や韓国のサービサー子会社取得等を行っておりますが、平成１８年

５月には、台湾の金融持ち株会社である日盛金控への戦略的投資について同社と

合意しております。 

 

《リスク管理の高度化》 

 

弊行は、リスク管理を経営の最重要課題の一つと位置付け、体制の整備・向上
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に努めております。信用リスク・市場リスクのみならず、弊行全体がかかえるリ

スクの総和を把握し能動的な管理を行っていくため、金融機関が抱えうる各種リ

スクについての基本認識およびリスクマネジメントの基本方針を平成１２年１１

月に「リスクマネジメントポリシー」として制定しましたが、このポリシーを頂

点としたリスク管理関連ポリシー、これらのポリシーに沿って業務のやり方の細

目を定めたプロシージャーの体系を定めております。 

また、統合的なリスク管理の手法であるリスク資本制度につきましては、①信

用リスク、②市場リスク、③投資/株式関連リスク、④金利リスク、⑤流動性リス

ク、⑥オペレーショナル・リスクの各リスクカテゴリーに関してのリスク量の計

測を行い、銀行全体のリスク量、部門別の資本帰属の状況をモニターすることに

より、経営体力とリスク取得の状況を統合的に管理しております。 

 
■信用リスク 

 

（信用リスク管理） 

信用リスク管理にかかるポリシー、プロシージャーの整備については、全行

的な社内規定整備の中、再編作業を行い、平成１３年９月に上記「リスクマネ

ジメントポリシー」に即し、「クレジットポリシー」の改定を行い、平成１４年

１月に「クレジットプロシージャー」を制定し、一連のポリシー、プロシージ

ャーの再編を完了いたしました。 

個別与信案件の決定に際しては、承認プロセスの客観性・透明性を確保する

趣旨から合議形式の意思決定プロセスを採用しております。 

 

（行内格付・ローングレーディング管理） 

行内債務者格付制度については、弊行のポートフォリオ状況の変化および外

部格付機関との整合性の観点から見直しを行い、以下を骨子とする新しい格付

制度を平成１３年２月より導入しました。 

 

【行内格付制度の特徴】 

・信用力序列確保のためのモデル精度の向上および適切な定性要素の反映 

・外部格付機関との整合性確保 

・連結会計制度への対応 

・業種間の格付体系の整合性確保 

 

具体的には、外部格付機関による格付をベースとしたモデル学習用データを

用い、格付推定モデルによりモデル格付を算出し、必要に応じ総合調整を加え

てランクを導出する方法を採用しております。 

また、債務者格付区分は自己査定による債務者区分との整合性を確保してお

り、さらに、債務者信用力に重大な影響が発生した場合に早期ウォーニングを
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発するクレジットウォッチ制度ともリンクした仕組みとしております。 

また、債務者格付のみならず、個別案件ベースの信用状況を把握する観点か

ら、債権保全状況を織り込んだ期待損失を基準とした案件格付制度を平成１３

年５月より実施いたしました。 

同時に、与信権限体系につきましても、債務者グループの与信総額のほか、

案件格付の概念を導入して、より適切な与信判断を行う体制としております。 

 
■マーケットリスク 

 

ＡＬＭ、バンキング、トレーディングに係る全ての市場リスク管理、および

流動性リスク管理の最高意思決定機関として、社長の決議機関であるＡＬＭ委

員会を設置し、ＡＬＭ全体の金利リスクリミット、トレーディングに係るリス

クリミット（ＶＡＲ）、流動性リスクに係る資金流動性準備水準・資金ギャップ

許容枠の設定など、市場リスク・流動性リスクの全体枠の決定を行う体制とし

ております。 

 

合わせて市場リスク管理委員会をＡＬＭ委員会の下部組織として設置し、リ

スク管理部門長を議長とし、バンキング、トレーディングの市場リスク取得部

署の部長を中心としたメンバーにより構成し、週次にて市場リスク管理部から

のレポートを中心に、市場リスクの取得状況、損益の状況、資金流動性の状況

などについて、タイムリーに経営層宛に報告する体制としております。 

 

また銀行全体のリスク管理の基本規定である「リスクマネジメントポリシー」

の下部規定として、バンキング勘定における資産負債総合管理を適切に行う上

での普遍的かつ基本的な指針と規範を定めた「資産負債総合管理ポリシー（Ａ

ＬＭポリシー）」を、トレーディング勘定については「トレーディング勘定にお

けるリスク管理ポリシー＆プロシージャー」を制定し、その枠組み、手続きを

明らかにしております。 

 

その他、市場リスク関連取引の内デリバティブ取引については、取得する信

用リスク、流動性リスクを財務会計に反映させるため、公正価値の算出に当っ

ては、以下の２種類のリスクを反映させております。 

 

1)デリバティブ取引関連のカウンターパーティーの信用リスクについては、

カレントエクスポージャーに加え、将来発生する可能性のあるポテンシ

ャルエクスポージャーを考慮した予想損失を、オンバランス取引と同様

に債務者区分に応じて算出の上、公正価値に反映しております。 

2)トレーディング勘定におけるデリバティブ関連取引に関しては、通常商

品についてはビッド・オファーコスト、及びエキゾチック商品について
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は処分コストを公正価値に反映しております。 

 

■流動性リスク 

 

資金流動性リスクの適切な管理は、安定した業務運営の前提をなすものであ

るとの認識のもと、「資金流動性リスク管理ポリシー」を定め、流動性リスク管

理における基本的な指針と規範を明らかにすると共に、日常の流動性リスクモ

ニタリングの枠組みを規定しております。また流動性準備資産の適正な水準を、

バランスシートの資産・負債の状況に応じ、月次で行うストレステストに基づ

き見直すなど、きめ細かな流動性管理を行う体制としております。 

流動性危機時の対応としては「資金流動性危機コンティンジェンシープラン」

を定め、資金流動性危機時における具体的対応方針・方策を明らかにしており

ます。本プランは、外部要因、内部要因に係らず、資金流動性に問題が発生す

るか、発生すると予想される時の、本プランの発動および解除に関する具体的

手続、具体的対応方針、危機時における危機管理本部の設置について明文化し

たものです。 

加えて、個人顧客を中心として従来の債券中心から預金による資金調達への

シフト、ＣＬＯによる資金調達など、従来からの中期的な課題である調達手段

の多様化による資金流動性リスクの分散化に取り組んでおります。 
 
■オペレーショナルリスク 

  

ポートフォリオ・リスク統轄部内にオペレーショナルリスク担当を設置し、

銀行包括保証保険（ＢＢＢ保険）、業務過誤賠償責任保険（Ｅ＆Ｏ保険）への加

入等によるリスク移転や体制整備を図ってまいりました。 

一方、オペレーショナルリスクの計量化につきましては、損失分布手法によ

り、一定の信頼水準における必要資本（リスク資本）の計測を行っております。 

 

■ＥＤＰリスク 

 

弊行の情報システム戦略は、安全性・信頼性、柔軟性、拡張性の３要素が重

要であると考えております。 

具体的には、顧客との取引を安全に行うため、システムインフラを堅牢で安

全性・信頼性の高いものに維持しており、また、絶えず変化する顧客ニーズに

応える新しい商品・サービスをスピーディに提供することができる柔軟性のあ

るシステムを構築し、ビジネスの成長を目指しております。さらに、今後の顧

客数および取引量の増加に対応できる拡張性を確保しております。 

このため、最新のテクノロジーを活用したシステムを短期間かつ低コストで

構築する体制を保有しております。 
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また、これらのＥＤＰリスクの軽減対策として、事業継続計画、災害時復旧

計画、個人情報保護策、不正防止対策に取り組んでおります。 

加えて、弊行では平成１６年３月に取得したＩＳＭＳ適合性評価制度の認証

について、３年目にあたる平成１８年３月に継続審査を完了し、組織マネジメ

ントの機能として、自らのリスクアセスメントにより必要なセキュリティレベ

ルを決め、計画的に資源配分しシステム運用を行い、保護すべき情報資産につ

いて、機密性、完全性、可用性の維持改善を実現しております。 

 

■法務・コンプライアンスリスク 

 

コンプライアンス統轄部において、平成１７年度のコンプライアンス・プログ

ラムの実施結果について総括を行うとともに、それを踏まえて新年度のコンプラ

イアンス・プログラムを策定いたしました。 

   同部は、その内容を平成１８年４月開催のコンプライアンス委員会および経営

委員会に報告・付議の上、平成１８年度のコンプライアンス・プログラムを確定

しております。 

   なお、平成１７年度のコンプライアンス・プログラムにおける重点施策のひと

つであった「公益通報者保護法（平成１８年４月１日施行）への対応」につきま

しては、手続の独立化、外部通報先（弁護士事務所）の設置等、従来のコンプラ

イアンス・ホットラインを強化する形で体制を構築いたしました。 

   平成１８年度につきましては、「コンプライアンス・ホットライン制度の適確

な運営」、「グループコンプライアンスの強化」、「金融商品取引法への対応」等を

コンプライアンス・プログラムの重点課題として、引き続き真摯にコンプライア

ンス活動に取り組んでまいります。 

 

■グループ全体における内部管理体制の強化 

   

  弊行では、監査部が各部店宛のみならず主要子会社宛にも定期的な内部監査を

実施しており、その指摘事項について被監査部署・子会社が迅速・適切に対処す

る等、グループ各社の内部管理の厳正化を推進しております。 

  また、グループの拡大・充実に伴い、連結ベースでの経営管理・コンプライア

ンス体制確立のため、社内規程の整備や経理の一元管理推進等の諸施策を実施す

ること等を通してグループ全体としての内部管理体制の強化を推進しておりま

す。 

  なお、子会社である新生信託銀行株式会社が、不動産管理処分信託業務におい

て平成１８年４月２６日付で行政処分を受けました。弊行としてもこれを厳粛に

受け止め、グループにおける法令遵守の一層の徹底と内部管理体制のさらなる強

化に取り組み、再発防止に努めてまいります。 
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(２) 経営合理化の進捗状況    

 

業務の合理化・効率化については、定期的に行内全部門長による経費運営に関

する会議を開催するなど、経営の最も重要な課題の一つとして取り組んでおり、

収益力の更なる強化に向けた戦略分野への経営資源の重点投入と表裏一体に取り

進めております。 
 
《人件費について》 

 
収益機会の拡大に伴う業務量の増加に対応すべく、行員でなくても対応しう

る業務については、相対的に低コストである派遣会社社員を活用し、行員増の

抑制に努めております。 
さらに、より一層の人件費抑制を図るべく機械化関連投資を進めるとともに、

プロフェッショナルな人材を厳選して中途採用し、また社内公募による人事異

動を積極的に取り進め、銀行全体としての適切かつ効率的な人員配置に努めて

おります。 
これらの施策の効果があいまって、人件費の増加は厳しく抑制され、今年度

の人件費については年間計画を４億円下回る実績となりました。 
 

《物件費について》 
 

上記の全部門長による会議において、１件２５百万円以上の支出全てについ

て明細を報告するなど、なお一段の合理化に向けて様々な角度から検討を重ね

ております。 
 

広告宣伝費用につきましては、広告運営を抜本的に見直し、毎年行っていた

１２月のボーナスキャンペーンに係るテレビコマーシャルを本年は見送るなど、

費用対効果を一層厳しく管理しつつ、メリハリの利いた経費運営をすすめてま

いりました。さらに、お客様へのお取引レポート送付時の同封物についても、

セグメント毎に効率的な絞り込みを行ってまいりました。その結果、広告宣伝

費用については大幅な削減を実現いたしました。 
 
一方、経費を抑制しつつ顧客の利便性を高めるべく、拠点の新設は軽量店舗

「バンクスポット」にて取り進めており、将来の人件費や店舗費等の増加抑制

を進めておりますが、設備に係る一時費用が生じて当期の機械化関連費用の増

加が不可避となっております。 
加えて楽天証券㈱と提携してインターネットによる証券仲介サービスを開始

した等、顧客向けのシステム開発・運営に係る先行投資的な機械化関連費用も

発生いたしました。 
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口座数や預り資産の増加や新商品の積極投入によって業務粗利益は順調に伸

びておりますが、一方これに伴って通信費・印刷費・預金保険料等、顧客まわ

りでの取引費用も増加の已む無きに至っており、今年度の物件費のみで見ると

年間計画を４億円上回りました。 
しかしながら、電子メールから直接ファックスの送受信ができるファクシネ

ーション・システムを導入するなど、引き続き総合的な合理化・効率化を推進

しており、人件費と物件費との合計では、年間計画の範囲内にとどめておりま

す。 
 
今後も、収益力の一層の強化を図るための戦略分野における投資や取引関連

費用の増加は不可避と見込まれますが、メリハリの利いた経営資源の配分を行

うことにより、その投資効率を高め、また既存分野においても引き続き積極的

な合理化・効率化を図り、経費増加の抑制に努めてまいる所存です。 
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(３) 不良債権処理の進捗状況    
 

   平成１８年３月末の不良債権の状況につきましては、金融再生法開示不良債権

全体で、平成１７年３月末比９３億円減少し、４２５億円となっております。取

引先からの回収等の進展により、要管理債権、危険債権ともに減少しております。 

  この結果、貸倒引当金は５５億円の取崩超となっております。加えて貸出金償

却２億円・債権処分損が４億円計上されていることから、平成１８年３月期の不

良債権処理は、全体で４９億円の取崩となっております。 

   

なお、不良債権の最終処理額は直接償却を含めて総額５３億円となっておりま

す。 

 

弊行は、１８年３月期において債権放棄は実施しておりません。 
弊行は、債権放棄等により取引先の支援を行う場合には、以下諸点を慎重に検

討した上で実施しております。 
 
■債権放棄を通じて取引先の再建が図られ、残存債権の健全化といった合理性

が認められること。 
■債権放棄による支援により、企業破綻による社会的損失を回避しうること。 
■再建計画等を通じて当該取引先の経営責任が明確にされていること。 

 

   弊行は、企業再生を不良債権処理の手段としてのみならず、広くソリューショ

ンビジネスの一環として位置づけております。リストラクチャリングニーズのあ

る企業に対し、総合的な提案を行い様々な役割を果たすことにより、事業再生に

貢献するとともに、収益機会の拡大を図っております。 

（億円）

平成１７年 平成1８年
３月期 ３月期 増減
実績 実績

要管理債権 65 7 ▲58

危険債権 421 207 ▲214

破綻更生債権等 31 211 180

再生法開示不良債権計 518 425 ▲93
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(４) 国内向け貸出の進捗状況     

 

《資金需要の動向》 

 

日本経済は一時的な踊り場から脱し、緩やかな回復基調が継続しております。

国際情勢や原油相場動向といった懸念材料もありますが、海外経済も堅調であり、

国内外のこのような状況を反映して企業業績も回復しつつあります。こうしたこ

とから設備投資は一部で増加の動きが見えてはおりますが、まだ資金需要が回復

したとは言えない状況です。 

 

《国内向け貸出》 

 

国内向け貸出につきましては、上述の通り景気の底打ち感が生じる中であるも

のの、資金需要は回復したとは言えない状況です。また、弊行の貸出については、

約定返済等の割合が大きく、さらに大企業における金融収支改善やバランスシー

ト改善を目的とした負債圧縮の影響を受けております。しかしながら、法人・個

人顧客双方に対して貸出業務を積極的に展開し、残高積上げを図ってきた結果、

平成１８年３月末時点では実勢ベースで約６，０３４億円の増加となりました。 

弊行は、グループ全体として、資金需要が旺盛で高い収益性が見込める分野を

中心として優良資産の積上げに努めてきており、今後とも、単体のみならず、グ

ループとしての資産積上げ、信用供与拡大を図ってまいります。 

 

《中小企業向け貸出》 
  

中小企業向け貸出につきましては、景気の底打ち感が生じる中にあるものの、

概して設備投資には慎重な姿勢のままであり、資金需要は低調な状況にあります。

その上、約定返済等予定額の割合は依然大きく、減少圧力は続いております。 
しかしながら、景気の底打ち感が生じる中、資金需要の掘り起こしと様々なソ

リューションの提供、推進体制の強化等を積極的に取り進めたことにより、平成

１８年３月末時点では実勢ベース（インパクトローンを除く）で５８５億円の純

増となり、年度計画（１０億円純増）を上回ることができました。なお、早期健

全化法に規定されている中小企業向け貸出の趣旨に反するような貸出は含まれ

ておりません。 

 

（計画達成に向けた推進体制） 

    

■組織 

   

 弊行は、経営トップ主導による具体的・効果的な諸施策の立案・推進を可能
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とするため、平成１３年８月に「中小企業向け貸出取引推進委員会」を設立い

たしました。同年９月６日に第１回委員会を開催し、平成１８年３月末までに

は合計７１回、このうち平成１７年度においては１２回開催いたしました。 

 同委員会は、社長以下常勤取締役と関連執行役等から成り、社長を委員長と

しております。同委員会は、弊行の中小企業向け貸出目標達成に関する最終責

任を負い、目標達成に向けた具体的方策の決定を行い、それらに関して必要な

指示を関係部門・部室店宛行っております。 

 加えて、同委員会の下、適切かつ実効性のある中小企業向け貸出を積極的に

推進すべく、実務調整機能を果たす事務局を設立した他、必要に応じてタスク

フォースを組成することとしております。 

 

■推進状況の適時適切な周知 

      

   中小企業向け貸出残高の状況は、経営委員会における定時報告のほか、中小

企業向け貸出取引推進委員会を原則毎月１回以上開催し、そこではより詳細な

月次実績・当月の案件予定等の報告が行われており、具体的な改善点の洗い出

し、個社単位の対応策の協議等を迅速に行える体制を築いております。 

   また、行員向けにも、連絡文書等の送付、行内イントラネットの活用等によ

り、推進方針及び推進状況の周知徹底を図っております。 

 

  ■部店別月次計画および貢献度評価体制 

      

   中小企業向け貸出に関する部店別月次計画を定め、中小企業向け貸出取引推

進委員会において目標達成の監視、各営業部店に対する指導等に努めました。

また、各部門の業績評価制度において、当該業務の推進を重要な評価項目のひ

とつして位置付け、各行員の人事・業績評価に適切に反映させております。 

 

 （計画達成に向けた推進策） 

 

  ■実質的リスク管理による積極的な営業展開 

      

   中小企業向け貸出として積極的に取り組むべき貸出先をリストにして広範囲

に収録し、審査セクションによるレビューを行っております。平成１８年度に

おいても、本リスト収録先の中小企業に対して、積極的に営業展開を実施し、

案件取り込みを推進しております。また、弊行と取引のない中小企業との新規

取引についても積極的に取り組んでおります。 

 

  ■ノンリコースローンの活用 
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   借入企業自体のコーポレートリスクではなく、ローンの対象となる資産が生

み出すキャッシュフローをその返済原資とするノンリコースローンは、企業と

しての信用力が一般的に高いとは言えない中小企業への貸出においても極めて

利用価値の高い貸出形態と言えます。 

   弊行は、このような新型貸出を今後の業務展開における大きな柱のひとつと

位置付け、取引先との窓口となる事業法人部門・金融法人部門と、新型貸出開

発機能を有する金融商品部門を統合して設立したインスティテューショナルバ

ンキング部門において、プロ人材の外部からの採用および専門部の設置（平成

１７年５月には「不動産ファイナンス本部」を新設）等により積極的に推進し

ており、取引先からのニーズをきめ細かく捕捉し、案件成約に繋げております。 

 

■中小企業向けの実質的な信用供与の支援 
     
 弊行の店舗網等を勘案した上での必要性に加えて、弊行の今後のビジネスプ

ランにおける重点業務という観点からも、証券化・クレジットトレーディング

業務に関連した中小企業向けの実質的な信用供与の支援を強化しております。 
   具体的には、銀行・保険・ノンバンク等が展開する中小企業向け信用供与に

対して、当該資産を裏付けとするノンリコースローン等により、当該資産のオ

フバランス化および資金供給を行う形での実質的な中小企業向け信用供与支援

を推進しております。 
 

■中小企業向け貸出のための提携等の検討 
   
弊行が銀行の性格上従来積極的には手掛けてこなかった、より小規模な企業、

個人事業主等への信用供与を図るための提携等を進めております。 
平成１４年１１月に株式会社ニッシンとの合弁で、新生ビジネスファイナン

ス株式会社を開業いたしました。同社では、統計的手法を用いた信用リスク管

理による小規模企業への事業性資金の無担保融資業務を展開しております。現

在、同社は順調に立ち上がっており、今後更なる業容拡大を目指します。       
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(５) 配当政策の状況及び今後の考え方 

 

弊行は、経営の安定化や事業基盤の拡充に係る再投資余力の拡大等の観点か

ら、利益の内部留保に留意した運営に努めてまいりました。公的資金について

は、平成１８年７月に整理回収機構が保有する第三回乙種優先株式のうち３億

株につき、同機構は取得請求による普通株式の交付を受けました。今後、当該

普通株式を同機構から市場取引により売却していただくことを想定しており、

弊行は当該売却に対応すべく自己株式取得枠を設定しております。当該売却に

より公的資金の一部返済となりますが、今後も、強力な財務基盤の維持、利益

の拡大等を通じて、弊行の信用力ならびに株式価値を高め、公的資金による投

下資本の回収が容易になるよう努力してまいります。（平成１８年８月８日現

在） 

 

平成１７年度分に関する普通株式の配当につきましては、年間で１株当たり

２．９６円として実施いたしました。  

 

今後の配当水準につきましては、収益動向等の経営成績や将来の見通し、安

全性や内部留保とのバランスに留意して運営してまいります。また、株式を上

場したことからも、弊行の健全化の観点や株主への利益還元および市場動向等

も踏まえて、配当水準を決めていきたいと考えております。 
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（６）その他経営健全化計画に盛り込まれた事項の進捗状況 

   

《責任ある経営体制の確立》 

 

弊行は、平成１２年３月の新体制発足当初より、取締役会と経営陣との責任

と役割分担を明確にし、業務執行の効率化とそれに対する監視・監督機能の強

化による新しいコーポレート・ガバナンス体制を確立してまいりました。平成

１６年６月には、新体制当初からすでに旧法下で整備してまいりましたコンセ

プト・体制をほぼそのまま踏襲する形で「委員会等設置会社」に移行いたしま

したが、平成１８年５月に施行された会社法においても、「委員会設置会社」

として従来の体制を維持・強化してまいります。 

即ち、弊行は「委員会設置会社」として、法令に従い、業務執行を監視・監

督する「取締役」と業務執行を実際に行う「執行役」を明確に分離し、業務執

行権限の一部を執行役に委譲することで、より迅速な意思決定による機動的な

業務執行を実現する一方、取締役会は経営の根幹に関する重要事項の決定と経

営監督に特化しております。また会社法において求められている「内部統制シ

ステム」についても、委員会等設置会社移行時にその基本の枠組みを取締役会

が決定・構築済みであり、会社法施行に伴う追加的な体制の整備も平成１８年

２月に手当済みであります。 

取締役は常勤取締役のほか、国内外の経済界で豊富な経験を有する経営者や

弁護士といった専門家が非常勤取締役となり（平成１８年３月末現在１７名。

うち非常勤取締役１５名）、これら社外取締役（うち１３名）を中心とした取

締役会メンバーにより戦略的かつ高度な意思決定と経営陣の業務執行の監視

を実施しております。一方、業務執行を担う執行役は内外問わず広く金融や経

営の専門家を招聘しており（平成１８年３月末現在１４名（取締役兼務２名を

含む））、各人のパフォーマンスを適正にモニタリングした上で、任免を含めた

処遇を取締役会において適切かつ厳正に決定しております。こうした執行役に

よる経営陣は、社長の決議機関である経営委員会に参画し、業務執行にあたり

特に重要な事項についての審議を行っております。 

また、取締役会の内部機関として社外取締役が過半数を占める「指名委員会」

「監査委員会」「報酬委員会」を設置し、「指名委員会」は取締役の選・解任に

関する議案の決定、「監査委員会」は取締役・執行役の職務執行に関する監査、

「報酬委員会」は取締役・執行役の個人別報酬の協議・決定といった、それぞ

れの役割を全うすることで実効性のある経営監督体制を確立してまいります。 

 

なお、シニア・アドバイザーとして、元ＦＲＢ議長のポール・Ａ・ボルカー

氏、元シティグループ会長のジョン・Ｓ・リード氏より戦略的な助言を受けて

おりますが、さらに平成１８年６月２７日付で弊行前取締役 八城政基氏、同 

今井敬氏が就任しております。 
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また、平成１６年２月の弊行株式上場に際して、インサイダー取引防止関連

手続の改定・上場会社における適時開示に関する手続の制定を行っており、こ

れらについて、弊行単体のみならずグループ全体での周知徹底を図っておりま

す。 

    さらに、平成１７年６月には、弊行と行員が一体となった社会文化貢献活 

動を積極的に行っていくために、社内規程として「社会文化貢献活動ガイド 

ライン」等を定めるとともに「社会文化貢献活動推進委員会」を設置する等、 

推進体制を整えております。 

  加えて、平成１７年８月には、従来の「倫理規程」および「新生銀行の企 

業理念」を全面的に改訂して、弊行の経営方針の決意表明たる「企業倫理憲 

章」、弊行すべての執行役および従業員が業務執行の際に遵守すべき最低限の 

規範を纏めた「新生銀行行動規範」を制定、さらに平成１８年３月には「企業

倫理憲章」に定められている理念に基づき、顧客・株主・社会に対し負ってい

る責務を一貫して果たすことを確保するための手段として「新生ビジョン＆バ

リュー」を創設し、対外的にも公表いたしました。 

 

弊行は、“新生ビジョン”である「顧客に信頼される金融ソリューションを

提供することにより、顧客・社会・株主の価値を継続的に高めていく、日本の

すぐれた金融サービス企業」でありたいと考えております。そのために、顧客

重視、誠実さ、責任、チーム・ワーク、社会性という５つの“新生バリュー”

を常に実践し、今後も金融機関としての社会的責任・公共的使命を十分に踏ま

えた上で、合理的かつスピ－ディ－に価値のあるビジネスを構築・推進してま

いります。 
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